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山鹿市婚活イベント等企画運営業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）業 務 名 山鹿市婚活イベント等企画運営業務委託 

（２）目  的 結婚を希望する独身者を対象とした婚活イベントやスキルアップセミナー等と山鹿市

結婚支援協議会世話人・結婚支援に興味がある人を対象とした研修会を開催すること

で、婚活の取組を推進することを目的とする。 

 

（３）業務内容 別添仕様書のとおり 

（４）業務期間 契約日から令和８年３月１３日（金）まで 

 

２ 業務に要する費用（見積限度額） 

委託金額 総額 １，５４０，０００円（税込み） 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（見積限度額）を超過した場合は失格とする。 

 

３ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、業務の実施に必要な能力を有する者

で、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

（１）山鹿市一般競争入札等の参加資格者名簿に登録されており、受注候補者特定の日までに山鹿市

契約に係る指名停止等の措置要綱(平成１７年告示第１２２号)に基づく指名停止を受けている

期間中でないこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定にいずれも該当しない者

であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申し立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく再生手続開始の申し立てをしてい

る者でないこと。 

（４）消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 

（５）山鹿市暴力団排除条例（平成２３年山鹿市条例第１９号）第２条第１号及び第２号に該当しな

いものであること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

（１）提出方法 

①別添の質問書（様式１）により、必ず電子メールで提出すること。 

②表題を「プロポーザル質問書（事業者名）」とし、必ず電話で着信を確認すること。 

（２）提出期限：令和７年７月８日（火）午後５時（必着） 

（３）提出先：メールアドレス chiiki@city.yamaga.kumamoto.jp 

（４）回答日：令和７年７月１１日（金） 

（５）回答方法：市公式ホームページに掲載する。 

 

５ 企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類・必要部数 

① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式２） 原本１部 

② 実施体制各種調書及び企画提案書等 各原本１部 副本６部 
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ア 会社概要（様式３） 

イ 業務実績調書（様式４） 

ウ 企画提案書（任意様式：実施体制図を含む。下記「（２）作成要領」参照） 

エ 業務工程表（任意様式） 

オ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

 

（２）作成要領 

上記「５（１）②」については、「ア～オ」の順番に提案を行い、Ａ４版で作成すること。やむを

得ずＡ３判を使用する場合は、横折込みとすること。 

（３）提出期限等 

① 提出期限：令和７年７月２５日（金）正午まで（必着） 

② 提出場所：山鹿市役所市民部地域生活課 

③ 提出方法：郵送または持参達 

なお、郵送提出の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。 

 

６ 審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとする。 

（１）１次審査（書類審査） 

提案者が３者を超える場合のみ１次審査（書類審査）を行い、２次審査に進む３者を決定し、

結果を通知します。３者以下であった場合は１次審査を省略し、２次審査において提出書類及び

プレゼンテーションによる審査を実施できるものとする。 

（２）２次審査（プレゼンテーションによる最終審査） 

山鹿市婚活イベント等企画運営業務業者選定委員会が行うこととし、次頁「７（２）」の審査項

目により提出書類及びプレゼンテーション、質疑応答の内容を総合的に評価し、最も優れた事業

者を委託先として選定する。 

但し、１者のみの場合は、採点が６割を達成していれば選定するものとする。 

ア プレゼンテーション実施概要 

（ア） 日時 令和７年８月８日（金）１３：３０～ ※予定 

（イ） 場所 山鹿市役所 

（ウ） 人数 ３人以内 

（エ） 時間 ４５分以内 

      （提案者からの説明 ３０分以内 山鹿市からの質問 １５分以内） 

（オ） 説明 提出した企画提案書に基づき説明する。 

（カ） 機器 プロジェクター及びスクリーンが必要な場合は、山鹿市で準備を行う。 

   その他、必要な機器は、提案者で準備すること。 

（３）審査結果の通知 

審査結果はプロポーザル参加事業者に通知する。 

 

７ 審査基準及び配点 

（１）１次審査（３者を超える場合のみ） 

次の事項について書類審査を行い、上位３者を選定する。 
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審査項目 評価基準 配点 

① 業務の実施体制 適切に業務を実施できる体制が整っているか。 １５ 

② 当該業務の実績 
自治体での実施など、同種・類似業務実績は十分

か。 
１５ 

③ 

企画提案内容 

提案されたイベント名が気軽に参加でき、集客につ

ながるような名称になっているか。 
１５ 

④ 
 

市の意図を理解し、提案内容が要望と合致している

か。 
１５ 

⑤ 

開催場所や時間帯、内容等で工夫が凝らされ、多く

の引き合わせ成立数が期待されるか。 
１５ 

⑥ 

効果的な広報活動により、多くの参加者が期待され

るか。 
１５ 

⑦ 見積額 
必要と認められる経費のみが計上され積算は正確か

つ明確であるか。 
１０ 

合 計 １００ 

 

 

（２）２次審査（３者を超えない場合は１次審査となる） 

なお、１次審査の得点は、２次審査には反映しない。 

審査項目 評価基準 配点 

① 業務の実施体制 適切に業務を実施できる体制が整っているか。 ５ 

② 取組意欲・積極性 熱意や意欲が感じられるか。 ５ 

③ 当該業務の実績 
自治体での実施など、同種・類似業務実績は十分

か。 
１０ 

④ 

 

 

企画提案内容 

 

 

提案されたイベント名が気軽に参加でき、集客につ

ながるような名称になっているか。 
５ 

⑤ 
 

市の意図を理解し、提案内容が要望と合致している

か。 
１０ 
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⑥ 

 

 

企画提案内容 

開催場所や時間帯、内容等で工夫が凝らされ、多く

の引き合わせ成立数が期待されるか。 
１５ 

⑦ 

効果的な広報活動により、多くの参加者が期待され

るか。 
１５ 

⑧ スケジュール 
実施スケジュールが現実的であり、柔軟な調整が可

能なものであるか。 
１０ 

⑨ サポート体制 
イベントに係る参加者からの問合せについて、適時

対応可能か。 
１５ 

⑩ 見積額 
必要と認められる経費のみが計上され積算は正確か

つ明確であるか。 
１０ 

合 計 １００ 

 

８ 日程（仮） 

（１）質問提出期限       令和７年 ７月 ８日（火）午後５時まで（必着） 

（２）質問回答         令和７年 ７月１１日（金） 

（３）企画提案書等提出期限   令和７年 ７月２５日（金）正午まで（必着） 

（４）第１次審査        令和７年 ８月 １日（金）（予定） 

（５）第２次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和７年 ８月 ８日（金）（予定） 

（６）結果通知         令和７年８月中旬（予定） 

（７）契約締結         令和７年８月下旬（予定） 

（８）業務開始         令和７年９月上旬（予定） 

 

９ 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が次のいずれかに該当する場合は、その提案を 

失格とする。 

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。 

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正をおこなったもの。 

（４）２次審査に出席しなかったもの。 

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 

（６）参考見積書の金額が、「２．業務に要する費用（見積限度額）」を超過したもの。 

 

１０ 契約 

委託業者選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行

う。 

なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとする。 

   契約については、契約保証金は免除とする。 
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１１ その他の留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出はできない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うこ

とがある。 

（３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には無断で使用しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）審査結果に対する異議申し立てはできない。 

（６）山鹿市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となる。た

だし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる

情報は不開示となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらか

じめ文書による申し出が必要となる。 

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、特定に影響が出るおそれがある情報につ

いては特定後の開示とする。 

 

１２ 担当部署（提出・問合せ先） 

〒８６１－０５９２ 

山鹿市山鹿９８７番地３ 

山鹿市市民部地域生活課 活動支援係 担当：鹿子木 

TEL：０９６８－４３－１１１４ 

FAX：０９６８－４４－０３７３ 

電子メール：chiiki@city.yamaga.kumamoto.jp 


